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岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱 

 
（総則） 

第１条 県は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応し、また、今後急増する高齢

単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が住み慣れた地域において継続して日常生活を営むこと

ができるよう、地域密着型サービス（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第１４項に規定

する地域密着型サービスをいう。以下同じ。）等、地域の実情に応じた介護サービスの提供体制の整備

を促進するとともに、一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等として、平成２７年度

国補正予算措置による在宅・施設サービスの整備の加速化・支援を拡充することを目的に、地域医療

介護総合確保基金管理運営要領（平成２６年９月１２日付け医政発０９１２第５号老発０９１２第１

号保発０９１２第２号別紙。以下「要領」という。）に基づき市町村若しくは民間事業者（以下「補助

事業者」という。）が行う事業又は市町村が民間事業者の実施する事業に対して補助する事業（以下「市

町村補助事業」という。）に対し、予算の範囲内で、岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補

助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、要領及び岐阜県補助金等

交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定

めるところによる。 
 
（欠格事由） 

第２条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助事業者となることができない。 
（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。次号に

おいて「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
（２） 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
（３） 役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括する権限を代行し

得る地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）を、法人以外の団体にあっては代表者、理事

その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びそ

の使用人をいう。以下同じ。）が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に

関与している個人又は法人その他の団体（以下この条において「法人等」という。） 
（４） 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人 
   等 
（５） 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を

経過しない者をいう。以下同じ。）を利用している個人又は法人等 
（６） 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接

的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等 
（７） 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有し

ている個人又は法人等 
（８） 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを

知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用してい

る個人又は法人等 
 
（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法

律（平成元年法律第６４号。以下「法」という。）第４条第１項の規定により作成された岐阜県計画に
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記載された事業に限る。以下「補助対象事業」という。）及び経費（以下「補助対象経費」という。）、

補助単価、基準額又は補助基準、補助単位又は補助率並びに補助事業者は、別表のとおりとする。 
 
（補助対象外事業） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業としないもの

とする。 
 （１） 既に実施している事業である場合 
（２） 他の国庫補助制度により、現に当該事業の経費の一部が負担され、又は補助されている事業

である場合 
（３） 災害レッドゾーン（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３３条第１項第８号に規定

する開発行為を行うのに適当でない区域内の土地をいう。以下同じ。）において介護施設等の

新規整備を行う場合。ただし、防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が災害レッド

ゾーンから外れることが見込まれる場合等は、補助の対象とすることができる。 
（４） 災害イエローゾーン（要領別記１－１に規定する災害イエローゾーンをいう。以下同じ。）に

おいて介護施設等の新規整備を行う場合。ただし、防災対策工事により、事業開始時点で当該

建設地が災害イエローゾーンから外れることが見込まれる場合等及び次に掲げる場合は、補助

の対象とすることができる。 
ア 土砂災害警戒区域又は浸水深１メートル以上の浸水想定区域等の場合は、次の（ア）から（エ）

までの全てに該当すること。 
イ 浸水深１メートル未満の浸水想定区域等の場合は、次の（ウ）及び（エ）に該当すること。 
（ア） 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する日常生活圏域において、当該日常生活

圏域の大半が災害イエローゾーンである等、災害イエローゾーン以外での事業用地の取得

が困難であること。 
（イ） 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する市町村において、災害イエローゾーン

における介護施設等の新規整備を認めない場合、当該施設が所在する区域において市町村

の介護保険事業計画で見込まれている必要な介護サービス量の確保が困難になり、かつ、

将来にわたり充足される見込みがないこと。 
（ウ） 新規整備を行う介護施設等又は介護施設等が立地する事業用地において、災害イエロー

ゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対して、被害の防止・軽減のための対策

及び迅速な避難を可能とするための施設・設備上の対策が実施される計画となっているこ

と。 
（エ） 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する災害イエローゾーンの災害想定により

想定しうる被災リスクへの対策が非常災害対策計画、避難確保計画等に記載される計画と

なっていること。 
（５） 次のアからカまでに掲げる事業の区分に応じ、当該アからカまでに定める場合 

ア 地域密着型サービス等整備等助成事業 次に掲げる場合 
（ア） 土地の買収若しくは整地等個人の資産を形成する事業又は設備整備に係る事業である場

合 
（イ） 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業である場合 
（ウ） 令和５年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した介護施設等である場合（地

域密着型サービス等整備助成事業に限る。） 
（エ） 災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業につい

て、災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等が、災害イエローゾーン

への移転改築を行う場合 



3 
 

イ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 次に掲げる場合 
（ア） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に定める地方公務員の給与に充てる場合 
（イ） 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護テクノロジーの導入支援事業にあっては、

介護テクノロジー以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ、職員募集経費及び開設のた

めの普及啓発経費等に充てる場合 
ウ 定期借地権設定のための一時金の支援事業 次に掲げる場合 
（ア） 保証金として授受される一時金である場合 
（イ） 定期借地権の設定期間が５０年未満の契約に基づき授受される一時金である場合 
（ウ） 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合 
エ 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 次に掲げる場合 
（ア） 土地の買収若しくは整地等個人の資産を形成する事業又は設備整備に係る事業である場   
   合 
（イ） 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業である場合 
（ウ） 障害福祉サービスの報酬請求に係る機器、ソフト等を購入する事業である場合 
オ 民有地マッチング事業 他の補助制度により人件費の補助が行われている職員の人件費に

充てる場合 
カ 介護職員の宿舎施設整備事業 次に掲げる場合 
（ア） 既存建物の賃貸により整備する事業である場合 
（イ） 土地の買収若しくは整地等個人の資産を形成する事業又は設備整備に係る事業である場

合 
 
（補助金の算定方法） 

第５条 補助金の額は、施設等の区分ごとに次の各号のいずれか小さい額（当該額に千円未満の端数が

生じる場合には、これを切り捨てた額）とする。ただし、定期借地権設定のための一時金の支援事業

及び介護職員の宿舎施設整備事業については、施設等の区分ごとに別表の第３欄に掲げる基準額又は

補助基準と第２号に掲げる額のいずれか小さい額に同表の第４欄に掲げる補助率を乗じて得た額（当

該額に千円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた額）とし、介護施設等における新型コロ

ナウイルス感染拡大防止対策支援事業については、施設等の区分ごとに別表の第３欄に掲げる補助単

価に同表の第４欄に掲げる補助単位の数を乗じて得た額と第２号に掲げる額のいずれか小さい額に同

表の第５欄に掲げる補助率を乗じて得た額（当該額に千円未満の端数が生じる場合には、これを切り

捨てた額）とする。 
（１） 別表の第３欄に掲げる補助単価に同表の第４欄に掲げる補助単位の数を乗じて得た額 
（２） 別表の第２欄に掲げる補助対象経費の実支出額 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表の第１欄に掲げる区分に該当し、同表の第２欄に掲げる対象施設

を整備する場合には、当該施設の種類ごとに、前項の規定により算定した額に同表の第３欄に掲げる

加算額を加えた額（当該額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額）を補助金の額と

することができる。 
 

１ 区 分 ２ 対象施設 ３ 加算額 
 地震防災対策強化地域における地震対策

緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置

に関する法律（昭和５５年法律第６３号）

第２条第１項に規定する地震対策緊急整備

事業計画に基づいて実施される事業のう

特別養護老人ホーム 
養護老人ホーム 

 別表の第３欄に掲げる補助

単価に０．３０を乗じて得た額 
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ち、同法別表第１に掲げる社会福祉施設（木

造の施設に限る。）の改築として行う場合 
 地震防災対策特別措置法（平成７年法律

第１１１号）第２条第１項に規定する地震

防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施さ

れる事業のうち、同法別表第１に掲げる社

会福祉施設（木造の施設に限る。）の改築と

して行う場合 

特別養護老人ホーム 
養護老人ホーム 

 別表の第３欄に掲げる補助

単価に０．３０を乗じて得た額 

 
３ 前２項の規定にかかわらず、補助対象施設が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）

第２条第２項の規定により指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、前２項の規定により算定した

額に０．０８を乗じて得た額（当該額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額）を加

算することができるものとする。 
 
（補助金の交付の申請） 

第６条 補助金交付申請書の様式は、別記第１号様式のとおりとする。 
２ 補助金交付申請書には、別記第１号様式において定める書類を添付しなければならない。 
 
（事業の着手） 

第６条の２ 補助対象事業の着手は、交付決定のあった日以後でなければならない。ただし、 事業の性

質上又はやむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。 
２ 前項ただし書の場合において、補助事業者は、補助対象事業の着手前に、補助金交付申請書に併せ

て事前着手届（別記第１号様式の２）を知事に提出するものとする。 
 
（補助金の交付の条件） 

第７条 知事は、補助金の交付を決定する場合において、規則第６条第１号から第４号までに掲げる条

件のほか、次の条件を付けるものとする。 
（１） 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等（共同募金

会に対してなされた指定寄附金を除く。）の資金提供を受けないこと。 
（２） 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付すなど県が行う契約

手続の取扱いに準拠すること。 
（３） 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。 
（４） 定期借地権設定のための一時金の支援事業において、定期借地権契約が借地権の存続期間の

満了前かつ賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に、土地所有者が

一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨定期借地権契約

書に定めること。 
（５） 土地所有者から一時金のうちの未充当期間相当額の返還があった場合には、知事へ報告する

とともに、返還額の全部又は一部を県に納付すること。この場合において、補助事業者側の事

由による定期借地権契約の解約であっても、返還額の全部又は一部を県に納付すること。 
（６） 補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の申告により補

助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合（次のア又はイに掲げる場合を除く。）

は、別記第２号様式により、速やかに知事に報告すること。この場合において、補助事業者が

全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税等の申告を行
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わず、本部、本社、本所等で消費税等の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税

売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 
ア この補助金の交付の申請に当たり、知事が定めるところにより、この補助金に係る仕入れ

に係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、

消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じ

て得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金

額が明らかである場合であって、当該額を減額して申請している場合 
イ 知事が定めるところにより行う事業の実績報告等の際に、この金に係る仕入れに係る消費

税等相当額が明らかであり、かつ、知事が定めるところにより当該額を補助金の額から減額

して報告した場合 
（７） 知事が前号の規定による報告を受けた場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を県に納付

させることがあること。 
（８） 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。 
（９） 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業に

より取得し、又は効用の増加した価格が３０万円（市町村が実施する補助対象事業においては、

５０万円）以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４

０年大蔵省令第１５号）で定める耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けないで、補助対

象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄

しないこと。 
（10） 前号の知事の承認を受けて財産を処分する場合は、厚生労働省所管一般会計補助金等に係る

財産処分承認基準（平成２０年４月１７日付け老発第０４１７００１号厚生労働省老健局長通

知別添）第４の規定の例により算出した額を県に納付させることがあること。 
（11） 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護テクノロジーの導入支援事業にあっては、厚

生労働省が発行する次のアからオまでの資料を参考に業務改善計画を作成し、別途通知すると

ころにより知事に提出すること。 
ア 介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン 
イ 介護サービス事業所における ICT 機器・ソフトウェア導入に関する手引き 
ウ 介護ソフトを選定・導入する際のポイント集 
エ 介護ロボット等のパッケージ導入モデル 
オ 介護現場で活用されるテクノロジー便覧 

（12） 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護テクノロジーの導入支援事業にあっては、別

途通知するところにより、補助を受けた日の属する年度の翌年度から３年の間、前号の計画で

定めた内容に対する効果を知事に報告すること。 
（13） 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護テクノロジーの導入支援事業にあっては、科

学的介護情報システムによる情報収集に協力するとともに、県、国等が実施する効果検証事業

等に可能な限り協力すること。 
（14） 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護テクノロジーの導入支援事業にあっては、個

人情報保護の観点から十分なセキュリティ対策を講ずること。 
２ 知事は、市町村補助事業に対して補助金の交付を決定するときは、規則第６条第１号から第４号ま

でに掲げる条件のほか、次の条件を付けるものとする。 
（１） 間接補助事業者に対し、次の条件を付けること。 

   ア 間接補助事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、市町村長の
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承認を受けること。 
イ 間接補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、市町村長の承認を受け

ること。 
   ウ 間接補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。）する場合は、市町村長の承

認を受けること。 
   エ 間接補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は間接補助事業の遂行が困難になった場合

は、速やかに市町村長に報告してその指示を受けること。 
   オ 間接補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等（共同募金

会に対してなされた指定寄附金を除く。）の資金提供を受けないこと。 
カ 間接補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付すなど市町村が行う

契約手続の取扱いに準拠すること。 
キ 間接補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。 
ク 定期借地権設定のための一時金の支援事業において、定期借地権契約が借地権の存続期間の

満了前かつ賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に、土地所有者が

一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である間接補助事業者に返還する旨定期借地権

契約書に定めること。 
ケ 土地所有者から一時金のうちの未充当期間相当額の返還があった場合には、市町村長へ報告

するとともに、返還額の全部又は一部を市町村に納付すること。この場合において、間接補助

事業者の事由による定期借地権契約の解約であっても、返還額の全部又は一部を市町村に納付

すること。 
コ 間接補助事業の完了後に消費税等の申告により間接補助金に係る消費税等に係る仕入控除

税額が確定した場合（次の（ア）又は（イ）に掲げる場合を除く。）は、速やかに市町村長に

報告すること。この場合において、間接補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、

一支社、一支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税等の

申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行

うこと。 
（ア） この補助金の交付の申請に当たり、市町村が定めるところ（知事が認める場合に限る。）

により、この補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らか

である場合であって、当該額を減額して申請している場合 
（イ） 市町村が定めるところにより行う事業の実績報告等の際に、この補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額が明らかであり、かつ、市町村が定めるところ（知事が認める場合に

限る。）により当該額を補助金の額から減額して報告した場合 
サ 市町村長がコの規定による報告を受けた場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市町村

に納付させることがあること。 
シ 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、間接補助事業の完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。 
ス 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得

し、又は効用の増加した価格が３０万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用

年数等に関する省令で定める耐用年数を経過するまで、市町村長の承認を受けないで、間接補

助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄

しないこと。 
セ スの市町村長の承認を受けて財産を処分する場合は、厚生労働省所管一般会計補助金等に係

る財産処分承認基準第４の規定の例により算出した額を市町村に納付させることがあること。 
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ソ 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護テクノロジーの導入支援事業にあっては、厚

生労働省が発行する次の（ア）から（オ）までの資料を参考に業務改善計画を作成し、別途通

知するところにより市町村長に提出すること。 
（ア） 介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン 
（イ） 介護サービス事業所における ICT 機器・ソフトウェア導入に関する手引き 
（ウ） 介護ソフトを選定・導入する際のポイント集 
（エ） 介護ロボット等のパッケージ導入モデル 
（オ） 介護現場で活用されるテクノロジー便覧 
タ 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護テクノロジーの導入支援事業にあっては、別

途通知するところにより、補助を受けた日の属する年度の翌年度から３年の間、ソの計画で定

めた内容に対する効果を市町村長に報告すること。 
チ 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護テクノロジーの導入支援事業にあっては、科

学的介護情報システムによる情報収集に協力するとともに、市町村、国等が実施する効果検証

事業等に可能な限り協力すること。 
ツ 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護テクノロジーの導入支援事業にあっては、個

人情報保護の観点から十分なセキュリティ対策を講ずること。 
テ 間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出

について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を間接補助事業の完了の日（間接補

助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後

５年間保存すること。 
   ト 第２条に掲げる者は、間接補助事業者となることができないこと。 

ナ 補助金を他の用途に使用し、その他間接補助事業に関して間接補助金の交付決定の内容若し

くはこれに付けた条件又は規則若しくはアからトまでに付した条件に違反した場合は、間接補

助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した間接補助金の全部若しくは一部

の返還を命ずることがあること。 
（２） 市町村長が前号の規定により付した条件に係る承認又は指示を行う場合は、あらかじめ知事

の承認又は指示を受けること。 
（３） 市町村長が間接補助事業者から第１号コの規定による報告があった場合は、別記第２号様式

により速やかに知事に報告すること。 
（４）  第１号ケ、サ及びセに掲げる条件により間接補助事業者から定期借地権契約の解約による収

入、間接補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付又は財

産処分による収入があった場合には、その納付額の全部又は一部を県に納付させることがある

こと。 
（５） 第１号チ又はツ（カ）の規定により間接補助事業者から報告を受けた場合は、速やかに当該

報告の内容を知事に報告すること。 
（６）  第１号ナの規定により間接補助事業者から間接補助金の全部又は一部の納付があった場合は、

その納付額の全部又は一部を県に納付させることがあること。 
（７）  介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組支援事業においては、

適切に介護予防拠点で備品購入等が行われるよう、その必要性を十分に確認すること。 
３ 規則第６条第１号の知事が定める軽微な変更は、補助金の額の増減がなく、かつ、別表の第１欄に

掲げる補助対象事業ごとの同表の第２欄に掲げる補助対象経費の２０％以内の配分の変更とする。 
４ 規則第６条第２号の知事が定める軽微な変更は、補助金の交付決定額の２０％以内の減額であり、

かつ、次のいずれかに該当するものとする。 
（１） 施設の機能を著しく変更しない程度の建物の規模又は構造の変更 
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（２） 事業目的に反しない程度の購入備品等の変更 
５ 補助事業者が規則第６条第１号から第３号までの規定により知事の承認を受け、又は第４号の規定

により報告をしようとする場合の書類の様式は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

とおりとする。 
 （１） 規則第１号及び第２号の承認 変更承認申請書（別記第３号様式） 
 （２） 規則第３号の承認 事業の中止（廃止）承認申請書（別記第４号様式） 
 （３） 規則第４号の規定による報告 補助事業遅延等報告書（別記第５号様式） 
（申請の取下げ） 

第８条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができるのは、補助金の交付の決定の

日から１５日以内とする。 
２ 補助事業者は、前項の規定により申請の取下げをしようとする場合は、別記第６号様式による交付

申請取下書を知事に提出するものとする。 
 
 （変更交付申請） 
第９条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加で補助金

の交付を受けようとするときは、別記第７号様式による変更交付申請書に関係書類を添付し、知事が

定める期限までにこれを知事に提出しなければならない。 
 
（実績報告） 

第１０条 実績報告書の様式は、別記第８号様式のとおりとする。 
２ 実績報告書には、別記第８号様式において定める書類を添付しなければならない。 
３ 実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了の日（廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受け

た日。以下同じ）から起算して１月を経過した日又は補助対象事業の完了の日の属する年度の３月３

１日のいずれか早い日とする。 
４ 間接補助事業において、補助事業の完了の日とは、間接補助事業者が実施する事業完了後、市町村

が間接補助事業者に対して間接補助金を全額交付した日とする。 
 
（履行確認） 
第１１条 知事は、事業完了後速やかに、補助金実績報告書のほか、必要に応じて行う現地調査又は聴

取により、履行の確認を行うものとする。 
２ 知事は、前項の規定による現地調査を行うときは、あらかじめ、補助事業者に対し、調査の日時、

場所その他必要な事項を通知するものとする。ただし、緊急に調査を行う必要があるときは、この限

りでない。 
 
（検査の実施） 

第１２条 知事は、実績報告書を受理した後、必要があると認める場合は、当該補助対象事業に係る現

地検査を実施するものとする。 
 
（補助金の交付時期等） 

第１３条 補助金は、規則第１４条の規定による補助金の額の確定後において交付する。ただし、知事

が、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することがで

きる。 
２ 補助事業者は、別に知事が指定するところにより、別記第９号様式による補助金交付請求書を提出

しなければならない。 
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（暴力団の排除） 

第１４条 規則第４条の申請があった場合において、当該申請をした者が第２条の規定に該当するとき

は、知事は、その者に対して、補助金の交付をしないものとする。 
２ 知事は、規則第５条の規定による交付決定をした後において、交付決定を受けた者が第２条の規定

に該当することが明らかになったときは、規則第１７条第１項の規定により、補助金の交付決定を取

り消すものとする。 
３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、規則第１８条の規定により補

助金の返還を命ずるものとする。 
 
（書類、帳簿等の保存期間） 

第１５条 規則第２２条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助対象事業の完了の日（補助対象事

業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日）の属する年度の翌年度以後５年間と

する。 
 
 （その他） 
第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 
 

附 則 
この要綱は、平成２７年７月１６日から施行し、平成２７年度分の予算に係る補助金から適用する。 
  附 則 
この要綱は、平成２８年３月１５日から施行し、平成２８年度分の予算に係る補助金から適用する。 

附 則 
この要綱は、平成２８年８月１日から施行し、平成２８年度分の予算に係る補助金から適用する。 

   附 則 
この要綱は、平成３０年８月１０日から施行し、平成３０年度分の予算に係る補助金から適用する。 

   附 則 
この要綱は、平成３１年度分の予算に係る補助金から適用する。 
 附 則（令和２年３月３１日高齢福祉課長通知） 

この要綱は、令和元年度分の予算に係る補助金から適用する。 
附 則（令和２年９月３０日高齢福祉課長通知） 

この要綱は、令和２年度分の予算に係る補助金から適用する。 
   附 則（令和３年９月２２日高齢福祉課長通知） 
 この要綱は、令和３年度分の予算に係る補助金から適用する。 
   附 則（令和４年１０月２６日高齢福祉課長通知） 
 この要綱は、令和４年度分の予算に係る補助金から適用する。 
   附 則（令和５年８月２４日高齢福祉課長通知） 
 この要綱は、令和５年度分の予算に係る補助金から適用する。 
   附 則（令和６年１０月２５日高齢福祉課長通知） 
 この要綱は、令和６年度分の予算に係る補助金から適用する。 
   附 則（令和７年１２月１日高齢福祉課長通知） 
この要綱は、令和７年度分の予算に係る補助金から適用する。 

   附 則（令和８年７月１日高齢福祉課長通知） 
この要綱は、令和８年度分の予算に係る補助金から適用する。 
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別記 
第１号様式（第６条関係） 

第   号 
年  月  日 

岐阜県知事   様 
 

所在地 
補助事業者名 
代表者職氏名              

 
    年度岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付申請書 

 
  標記について、下記により補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 
記 

１ 交付申請額 
事 業 名 交付申請額（円） 

地域密着型サービス等整備等助成事業  
 地域密着型サービス等整備助成事業  
 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業  

災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業  
介護施設等の施設開設準備経費等支援事業  
 介護施設等の施設開設準備経費支援事業  
 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護テクノロジーの導入支援事業  
 介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組支援事業  
定期借地権設定のための一時金の支援事業  
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業  
 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業  
 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業  
 介護施設等における看取り環境整備推進事業  
 共生型サービス事業所の整備推進事業  
民有地マッチング事業  
介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業  
 簡易陰圧装置の設置事業  
 多床室の個室化改修事業  
 ゾーニング環境等の整備事業  
介護職員の宿舎施設整備事業  

 
２ 添付書類 

・事業計画書 
・補助金申請額算出内訳書 
・歳入歳出予算書抄本 
・その他必要な書類 
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第１号様式の２（第６条の２関係） 
第    号 

    年  月  日 
 
 岐阜県知事 様 
 

所在地 
補助事業者名            
代表者職氏名             

 
    年度岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金事前着手届 

 
   年度岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金について、下記のとおり補助金交

付決定前に着手したいので、下記誓約条項を付して提出します。 
 

記 
 
１ 事業内容 

施設種別  

施設名（定員数）  

施設の所在地  

設置主体  

事業名 
※複数事業について交付

決定前に着手する場合

は、全て記載すること。 

 

着手予定日   年  月  日 

交付決定前着手が必要な

理由 
 

 
２ 誓約条項 
（１）補助金の交付決定を受けるまでの期間内に、天災、地変等の事由によって実施した事業に損失

を生じた場合、これらの損失は、実施主体が負担します。 
（２）補助金の交付決定を受けた補助金額が交付申請額に達しない場合においても異議を申し立てし

ません。 
（３）当該事業については、着手から補助金の交付決定を受ける期間内においては、計画の重要な変

更を行いません。
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第２号様式（第７条関係） 
第   号 

年  月  日 
 
岐阜県知事   様 

 
 

所在地 
補助事業者名             
代表者職氏名             

 
    年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 
   年  月  日付け第   号にて交付決定を受けた    年度岐阜県地域密着型サ

ービス等整備助成事業費等補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、下記の

とおり報告します。 
 

記 
 
１ 施設の種類及び名称 

 
２ 補助金確定額                       円 

 
３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 
（補助金返還額）                      円 

 
４ 添付書類 
  消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳 
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第３号様式（第７条関係） 
第   号 

年  月  日 
 

岐阜県知事   様 
 
 

所在地 
補助事業者名             
代表者職氏名             

 
    年度岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金変更承認申請書 

 
    年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた    年度岐阜県地域密着型

サービス等整備助成事業費等補助金について、下記のとおり変更したいので、関係書類を添えて申

請します。 
 

記 
 
１ 変更内容                                       

事業名 変更概要及び変更理由 

  

 
２ 添付書類 

・補助金申請額算出内訳書   
・歳入歳出予算書抄本 
・その他必要な書類 



14 
 

第４号様式（第７条関係） 
第   号 

年  月  日 
 
岐阜県知事   様 

 
 

所在地 
補助事業者名             
代表者職氏名             

 
    年度岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金に係る 

事業の中止（廃止）承認申請書 
 
     年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた    年度岐阜県地域密着型

サービス等整備助成事業費等補助金に係る事業を中止（廃止）したいので申請します。 
 

記 
 

中止（廃止）する 
事業名 

中止期間（廃止の時期） 中止（廃止）の理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

（備考）不要な文字は、抹消すること。 
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第５号様式（第７条関係） 
第   号 

年  月  日 
 
岐阜県知事   様 

 
 

所在地 
補助事業者名             
代表者職氏名             

 
    年度岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金に係る 

事業遅延等報告書 
 
    年  月  日付け高第   号で交付決定を受けた    年度岐阜県地域密着型サー

ビス等整備助成事業費等補助金に係る事業の遅延等について、下記のとおり報告します。 
 

記 
 
１ 遅延等の状況 
 
 
２ 遅延等の理由 
 
 
３ 今後の見通し 
 
 
４ その他参考資料（工程表等） 

 別添のとおり 
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第６号様式（第８条関係） 
第   号 

年  月  日 
 
岐阜県知事   様 

 
 

所在地 
補助事業者名             
代表者職氏名             

 
    年度岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付申請取下書 

 
    年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた    年度岐阜県地域密着型サー

ビス等整備助成事業費等補助金の交付申請について、下記の理由により取り下げます。 
 

記 
 
（理由） 
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第７号様式（第９条関係） 
第   号 

年  月  日 
 

岐阜県知事   様 
 
 

所在地 
補助事業者名             
代表者職氏名             

 
    年度岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金変更交付申請書 

 
    年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた    年度岐阜県地域密着型

サービス等整備助成事業費等補助金について、下記のとおり変更したいので、関係書類を添えて申

請します。 
 

記 
 
１ 変更交付申請額 

事 業 名 既交付 
決定額（円） 

変更交付 
申請額（円） 

   

   

   

合  計   

 
２ 変更内容及び理由 

 
 
３ 添付書類 

・補助金申請額算出内訳書   
・歳入歳出予算書抄本 
・その他必要な書類
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第８号様式（第１０条関係） 
第   号 

年  月  日 
 
岐阜県知事   様 

 
所在地 
補助事業者名             
代表者職氏名             

 
    年度岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金実績報告書 

 
    年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた    年度岐阜県地域密着型サ

ービス等整備助成事業費等補助金の実績について、下記の関係書類を添えて報告します。 
 

記 
 
関係書類 
・補助金精算額算出内訳書 
・歳入歳出決算見込書 
・その他必要な書類 
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第９号様式（第１３条関係） 
第   号 

年  月  日 
岐阜県知事   様 

 
所在地 
補助事業者名             
代表者職氏名             
発行責任者氏名及び電話番号： 
（               ） 
担当者氏名及び電話番号： 
（               ） 
※発行責任者と担当者が同一の場合は発

行責任者氏名及び電話番号のみ記入す

ること。 
 

   年度岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付（概算払）請求書 
 
    年  月  日付け  第   号で額の確定があった（交付決定を受けた）   年度

岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金について、下記のとおり交付（概算払）される

よう請求します。 
 

記 
額の確定額 

（交付決定額） 
                  円 

既受領済額                   円 

今回請求額                   円 

残   額                   円 

概算払が 
必要な理由※ 

 

金融機関及び 
本（支）店名 

 

預金種別  

口座番号  
フリガナ 
口座名義  

※概算払請求時のみ記載すること。 
     （備考）不要な文字は、抹消すること。 


